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園

教
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員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条 

 
 

 
例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る
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三

年

二

月

十

七
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提

出
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港

区
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武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条 

 
 

 

例 

 

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

二

年

港

区

条

例

第

三

十

五 

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

第

十

一

条

第

一

項

中

「

こ

の

項

並

び

に

」

を

「

こ

の

項

、

」

に

、

「

以

下

同

じ

。

）

で

当

該

子

の

親

で

あ

る 

も

の

」

を

「

）

又

は

職

員

と

性

別

が

同

一

で

あ

っ

て

当

該

職

員

と

婚

姻

関

係

と

異

な

ら

な

い

程

度

の

実

質

を

備 

え

る

社

会

生

活

を

営

む

関

係

に

あ

る

者

と

し

て

教

育

委

員

会

が

認

め

る

者

（

以

下

「

配

偶

者

等

」

と

い

う

。

） 

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

、

配

偶

者

」

を

「

、

配

偶

者

等

」

に

改

め

、

「

親

族

」

の

下

に

「

（

届

出

を

し

な 

い

が

職

員

と

事

実

上

婚

姻

関

係

と

同

様

の

事

情

に

あ

る

者

又

は

職

員

と

性

別

が

同

一

で

あ

っ

て

当

該

職

員

と

婚 

」 



 

姻

関

係

と

異

な

ら

な

い

程

度

の

実

質

を

備

え

る

社

会

生

活

を

営

む

関

係

に

あ

る

者

と

し

て

教

育

委

員

会

が

認

め 
る

者

の

親

族

を

含

む

。

）

」

を

加

え

、

「

こ

の

項

並

び

に

」

を

「

こ

の

項

、

」

に

、

「

以

下

同

じ

。

）

で

当

該 

子

の

親

で

あ

る

も

の

」

を

「

）

又

は

職

員

と

性

別

が

同

一

で

あ

っ

て

当

該

職

員

と

婚

姻

関

係

と

異

な

ら

な

い

程 

度

の

実

質

を

備

え

る

社

会

生

活

を

営

む

関

係

に

あ

る

者

と

し

て

教

育

委

員

会

が

認

め

る

者

（

以

下

「

配

偶

者

等 

と

い

う

。

）

」

に

改

め

る

。 

 
 

 

付 

則 

（

施

行

期

日

） 

１ 

こ

の

条

例

は

、

令

和

三

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

付

則

第

三

項

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か 

ら

施

行

す

る

。 

（

経

過

措

置

） 

２ 

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

（

以 

下

「

改

正

後

の

条

例

」

と

い

う

。

）

第

十

一

条

第

一

項

の

規

定

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

（

以

下

「

施

行 

日

」

と

い

う

。

）

以

後

の

深

夜

に

お

け

る

勤

務

の

制

限

に

係

る

請

求

に

つ

い

て

適

用

し

、

施

行

日

前

の

深

夜 

に

お

け

る

勤

務

の

制

限

に

係

る

請

求

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

（

施

行

前

の

準

備

） 

３ 

改

正

後

の

条

例

第

十

一

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

介

護

を

行

う

職

員

の

深

夜

に

お

け

る

勤

務

の

制

限

に

係 

る

請

求

、

改

正

後

の

条

例

第

十

一

条

の

二

第

二

項

又

は

第

十

一

条

の

三

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

要

介

護

者

の 

」 



 

介

護

を

行

う

職

員

の

超

過

勤

務

の

制

限

に

係

る

請

求

、

改

正

後

の

条

例

第

十

八

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

介 
護

休

暇

（

改

正

後

の

条

例

第

十

七

条

第

一

項

に

規

定

す

る

も

の

を

除

く

。

）

に

係

る

請

求

及

び

改

正

後

の

条 
例

第

十

八

条

の

二

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

介

護

時

間

に

係

る

請

求

は

、

施

行

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が 

で

き

る

。 

（

説 

明

） 

 

職

員

の

誰

も

が

働

き

や

す

い

職

場

づ

く

り

を

推

進

す

る

こ

と

に

伴

い

、

深

夜

勤

務

の

制

限

を

請

求

す

る

こ

と 

が

で

き

る

職

員

の

範

囲

を

変

更

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 

 


